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配
偶
者
暴
力
防
止
法
を 

知
っ
て
い
ま
す
か
？ 

 

　
男
女
が
社
会
の
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、

様
々
な
分
野
で
活
躍
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提

と
し
て
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
絶
対
に
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
平
成
13
年
４
月
に
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防

止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
、
い
わ

ゆ
る
「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
が
制
定
さ
れ
ま
し

た
。 

　
し
か
し
、
こ
の
法
律
で
は
対
応
で
き
な
い
事
例

が
多
く
あ
る
た
め
、
平
成
16
年
12
月
２
日
に
改
正

法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

　
「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
法

律
で
、
今
回
、
何
が
改
正
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
主
な
も
の
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
太
字
の
部
分

が
今
回
改
正
さ
れ
た
点
で
す
。 

 

法
律
の
対
象
と
な
る
の
は 

「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」 

 

・
「
配
偶
者
」
は
、
男
性
、
女
性
の
別
を
問
わ
ず
、

婚
姻
の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
い
わ
ゆ
る
「
事
実

婚
」
や
離
婚
後
（
事
実
上
離
婚
し
た
と
同
様
の
事

情
に
入
る
こ
と
を
含
む
）
も
、
引
き
続
き
暴
力
を

受
け
る
場
合
（
元
配
偶
者
）
も
含
ま
れ
ま
す
。 

・
「
暴
力
」
は
身
体
に
対
す
る
暴
力
ま
た
は
こ
れ

に
準
ず
る
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
言
動
（
精

神
的
・
性
的
暴
力
）
を
指
し
ま
す
。
な
お
、
保
護

命
令
に
関
す
る
規
定
な
ど
に
つ
い
て
は
、
身
体
に

対
す
る
暴
力
の
み
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。 

 

保
護
命
令
に
は 

「
接
近
禁
止
命
令
」と
「
退
去
命
令
」 

 

・
被
害
者
が
配
偶
者
か
ら
の
更
な
る
身
体
に
対
す

る
暴
力
に
よ
り
、
そ
の
生
命
ま
た
は
身
体
に
重
大

な
危
害
を
受
け
る
恐
れ
が
大
き
い
と
き
に
、
裁
判

所
が
被
害
者
か
ら
の
申
し
立
て
に
よ
り
、
加
害
者

（
事
実
婚
の
者
お
よ
び
元
配
偶
者
を
含
む
）
に
対

し
発
す
る
命
令
で
す
。 

・
命
令
に
違
反
す
れ
ば
、
１
年
以
下
の
懲
役
ま
た

は
1
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
と
な
り
ま
す
。
 

 

潜
在
す
る
被
害 

 

　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
つ
い
て
は
、
被
害
が
潜

在
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
「
配
偶
者
等
か
ら

の
暴
力
に
関
す
る
調
査
」
（
参
照
左
グ
ラ
フ
）
に

お
い
て
も
、
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
身
体
的
な
暴
行
、

心
理
的
脅
迫
、
性
的
強
要
と
い
っ
た
行
為
を
受
け

た
女
性
の
う
ち
、
被
害
を
公
的
な
機
関
に
相
談
し

て
い
る
者
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
低
く
な
っ
て
お
り
、

関
係
機
関
に
よ
っ
て
被
害
実
態
が
把
握
さ
れ
て
お

ら
ず
、
被
害
が
潜
在
し
て
い
る
状
況
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

友
人
・
知
人
に
相
談 

家
族
や
親
戚
に
相
談 

警
察 

公
的
な
相
談
窓
口 

だ
れ
に
も
相
談
し
な
か
っ
た 

無
回
答 

配偶者暴力の相談先 

内閣府「配偶者等からの暴力に関する調査」（平成14年） 

内閣府では配偶者からの暴力被害者支援情報サイトを開設しています 
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm

　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
被
害
者
は
、
多
く
の
場
合
女
性
で
す
。
経
済
的
自
立
が
困
難
な
女

性
に
対
し
て
、
配
偶
者
が
暴
力
を
加
え
る
こ
と
は
個
人
の
尊
厳
を
害
し
、
男
女
平
等
の
妨
げ

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
暴
力
の
原
因
と
し
て
は
、
「
夫
が
妻
に
暴
力
を
振
る
う
の
は
あ
る
程
度
は
仕
方
が
な
い
」

と
い
っ
た
社
会
通
念
、
妻
に
収
入
が
な
い
場
合
が
多
い
と
い
っ
た
男
女
の
経
済
的
格
差
な
ど
、

個
人
の
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
構
造
的
問
題
も
大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
。 

『手に手をとって考えよう 
  男女がともに息づくまちはりま』 

１．「配偶者からの暴力」の定義の拡大 

２．保護命令制度の拡充 
①離婚後も暴力が続く場合、元配偶者
も対象とする。 

②被害者と同居する未成年の子どもも
接近禁止命令の対象とする。 

③退去命令の期間を２ヵ月に延長。 
④退去命令についても再度の申し立て
を可能とする。 

３．市町村による配偶者暴力相談支援 
　　センターの業務の実施が可能 

４．基本方針および基本計画の策定 

５．被害者の自立支援の明確化など 

６．警察本部長などの援助 

７．苦情の適切かつ迅速な処理 

８．国籍、障害の有無などを問わない 
　　人権の尊重 

詳しくは、 

兵庫県県民政策部地域協働局 
男女家庭課　男女共同参画係 
1０７８（３６２）３１６０ 

または 

企画調整課 
1０７９４（３５）０３５６ 

地域福祉課 
1０７９４（３５）２３６１ 
 

「
接
近
禁
止
命
令
」 

　
加
害
者
に
、
被
害
者
（
被
害
者
と
同
居
し

て
い
る
未
成
年
の
子
に
つ
い
て
も
可
能
）
の

身
近
へ
の
つ
き
ま
と
い
な
ど
を
６
ヵ
月
間
禁

止
し
て
い
る
も
の
。
再
度
の
申
し
立
て
も
可
能
。 

 

「
退
去
命
令
」 

　
加
害
者
に
、
２
ヵ
月
間
、
住
居
か
ら
の
退

去
を
命
ず
る
も
の
。
再
度
の
申
し
立
て
も
可
能
。 

　配偶者暴力防止法が改正されました。 
　保護命令の対象を、子どもや離婚し
た元配偶者まで拡大するとともに、退
去命令の期間を２ヵ月に延長すること
などを柱とした改正法が成立し、平成
16年12月2日に施行されました。 

改正の主な内容 
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機　　　関 問い合わせ先 内　　　容 電 話 番 号  機　　　関 問い合わせ先 内　　　容 電 話 番 号  

播 磨 町  

兵 庫 県 警  

神戸地方法務局、 
兵庫県人権擁護委員連合会 

兵 庫 県 労 働 局  
雇 用 均 等 室  

（財）21世紀職業財団 

県立こどもの館  

兵 庫 県 児 童 課  

兵庫県保育協会  

兵庫県立男女共同
参画センター 
イーブン 

兵 庫 県 立 女 性  
相 談 セ ン タ ー 

企画調整課 

地域福祉課 

中央公民館 

子育て学習センター 

子育て支援センター 

兵庫県警レディース 
サポートライン 

男女共同参画に関すること 

母子家庭相談・DVなど 

女性法律相談 
性犯罪被害に関して 

ストーカー被害について ストーカー相談 

女性の人権 
ホットライン 

女性の人権に関して 

兵庫県労働局 
雇用均等室 

男女雇用機会均等法、育児 
・介護休業制度に関して 

フレー・フレー 
テレフォン 

仕事と育児・介護の両立支援 
育児、介護等に関する 
各種サービスについて 

こどもの館 
（幼児教育センター） 幼児教育（子育て）相談 

子育てゆとり 
創造センター 

子育て相談・支援 

すくすく 
アドバイザー 

子育て相談 

0794（35）0356 

0794（35）2361 

0794（37）6980 

0794（37）4188 

078（944）0717

078（351）0110

078（371）7830

078（393）0339

078（367）0820

078（794）2020

0792（66）4133

078（362）3198

078（242）4623

東 播 磨 県 民 局  女性問題相談 女性に関する問題の解決 
および社会参画の支援全般 

0794（21）1101（代） 
内線603

なやみ相談 

女性問題相談 

男性問題相談 

078（360）8551

078（736）0100

078（360）8553

子育て相談 

女性が抱える様々な悩みや問題 
の解決に向けてのサポート 

女性のための 
心身（こころ）の相談 078（360）8554

DV（夫・恋人など身近な人 
からの肉体的精神的暴力 
のこと）などに関して 

家庭問題、職場での人間関
係などで悩んでいる男性や
新しい生き方を模索してい
る男性のための相談 

家庭や職場での人間関係や子育
て、介護など日ごろの生活の中
でのストレスから心身の不調を
訴える女性のための相談 

女性労働特別相談 078（360）8554

賃金、育児・介護休業などの
労働条件の問題をはじめ、解
雇のトラブル、セクシャルハ
ラスメントの問題など、働く
女性の問題についての相談 

 
な
ぜ
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か 

 

①
恐
怖
感
　
被
害
者
は
、
「
逃
げ
た
ら
殺
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
強
い
恐
怖
感
か
ら
、
家

を
出
る
決
心
が
つ
か
な
い
。 

②
無
力
感
　
被
害
者
は
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
「
自
分
は
夫
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
「
助
け
て
く
れ
る
人
は
誰
も
い
な
い
」
と

い
っ
た
無
気
力
状
態
に
陥
る
。 

③
複
雑
な
心
理
　
「
暴
力
を
振
る
う
の
は
私
を
愛

し
て
い
る
か
ら
だ
」
「
い
つ
か
変
わ
っ
て
く
れ
る

の
で
は
な
い
か
」
と
の
思
い
か
ら
、
被
害
者
で
あ

る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。 

④
経
済
的
問
題
　
夫
の
収
入
が
な
け
れ
ば
生
活
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
今
後
の
生
活
を
考
え
、

逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

⑤
子
ど
も
の
問
題
　
子
ど
も
が
い
る
場
合
は
、
子

ど
も
の
安
全
や
就
学
の
問
題
な
ど
が
気
に
掛
か
り
、

逃
げ
る
こ
と
に
踏
み
切
れ
な
い
。 

⑥
失
う
も
の
　
夫
か
ら
逃
げ
る
場
合
、
仕
事
を
辞

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、
こ
れ
ま
で
築
い

た
社
会
的
基
盤
を
失
っ
た
り
す
る
。 

 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
悩
ん
で
い
る
方
へ 

 

　
日
本
国
憲
法
に
個
人
の
尊
重
と
法
の
下
の
平
等

が
う
た
わ
れ
、
人
権
の
擁
護
と
男
女
平
等
な
ど
の

実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
度
の
、
法
律
改
正
や
市
町
村
を
は
じ
め
と

す
る
様
々
な
機
関
が
支
援
す
る
し
く
み
を
整
え
て

い
ま
す
。 

　
１
人
で
悩
ん
で
い
な
い
で
、
相
談
を
し
て
く
だ
さ

い
。 

■女性・男性・子育てのための相談窓口 

配偶者暴力相談支援センター 
　都道府県が、婦人相談所その他の適切な施設において、

配偶者暴力相談センターの機能を果たしています。また市

町村も自らが設置する適切な施設において、支援センター

の機能を果たすことができるようになりました。 

暴 力 を 受 け た  

支 援 の 流 れ  

相
談
し
た
い 

加
害
者
が 

　
い
な
い
と
こ
ろ
に 

　
　
逃
れ
た
い 

配
偶
者
暴
力
相
談 

　
　
支
援
セ
ン
タ
ー 

警
　
　
　
察 

加害者を 
引き離してほしい 

地 方 裁 判 所  

一 時 保 護  

婦人相談所 

加 　 害 　 者  

命令に違反すれば、１年以下の懲役 
または100万円以下の罰金 

申立書の作成 

（民間シェルターなどに委託する場合あり） 

身体的な暴力 
に限る 

保護命令発令 

　配偶者からの暴力を受けた状況な
どのほか、配偶者暴力相談支援セン
ターや警察の職員に相談した事実な
どがあれば、その事実などを記載。 
（配偶者暴力相談支援センターや警
察に相談していない場合は、公証人
役場で認証を受けた書類を添付） 
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